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時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。当機構の業務につきまして平

素から格別のご理解 とご協力を賜 り、厚 く御礼申し上げます。 とりわけ、昨今の構

造計算書偽造問題により建築物に対する国民の不安が生 じている中、当機構の構造

計算書紛失報道により皆様にご′心配をおかけすることとなり、大変申し訳なく思っ

てお ります。

さて、わが国において昭和 56年 6月 1日 以降に着工した建築物に適用 されてい

る新耐震基準では、震度 6強～ 7程度の大規模地震に対 して倒壊・崩壊 しないこと

を検証することとなってお りますが、改正以前の旧耐震基準では震度 5強程度の中

規模地震に対 して損傷 しないことを検証するのみで、震度 6強～ 7程度の大規模地

震に対 して倒壊 しないとい う検証は求められていませんでした。

一方、近年新潟県中越地震など地震災害が頻発 し、安全・安心についての社会的

関心が高くなってきたことか ら、昨年 11月 、「建築物の耐震改修の促進に関する法

律」 (以 下 「耐震改修促進法」 とい う。)が改正 され、住宅をはじめとしていろいろ

な建物について、大規模地震によつても倒壊による大きな被害が生 じないよう耐震

性を一層向上させてゆくことが求められることとな りました。更には、本年 4月 2

4日 に宅地建物取引業法施行規貝Jの一部を改正する省令が施行 され、住宅の売買等



の際に、耐震診断実施の有無及び同診断に基づ く耐震性の状況について記載するこ

とが求められるようになったところです。

従つて、旧耐震基準に基づいて建設 された建物については、現在の基準に見合っ

た建物の安全性を確認するためには耐震診断を行 うことになりますが、当機構 とい

た しましては、昭和 56年 5月 以前に着工 した機構賃貸住宅 (旧 耐震)については

耐震対策を進めてお り、先般機構ホームページにてその概要を公表 した次第です。

また、皆様がお住まいの機構分譲住宅につきましては、耐震診断・耐震改修に係る

取 り組みについてご案内申し上げることとし、このお知 らせ並びに添付資料をお届

けす ることと致 しました。特に、管理組合の理事職に就かれている皆様におかれま

しては、様々な疑間、課題等に直面 されていらっしゃることと拝察申し上げている

ところであり、お届けした資料が少 しでも皆様のお役に立てば幸いです。

機構住宅の耐震性について言えば、先の阪神・淡路大震災においては最大で震度

7の大規模地震を経験 しましたが、旧耐震基準による団地においても住宅階におい

て大きな被害を受けた事例は無 く、また人命に係る被害もありませんで した。 しか

しながら、被害の有無、大小は地震動の継続時間や周期、方向、更には地盤条件な

どの要因に左右 されることが少なくないとされていますので、念のため個々の建物

毎に、設計図書や現地調査に基づ く耐震診断を受けられるようお勧め申し上げるこ

ととしました

なお、耐震診断・耐震改修の実施にあた りましては、住棟の構造形式が 「ラニメ

ン構造」であるか 「壁式構造」であるかによつてその対処方法が大きく異なってま

い りますので、貴管理組合に保管の設計図書により構造形式を判別の上、ご検討い

ただければと存 じます。


